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第第第第１１１１章章章章    職場開拓職場開拓職場開拓職場開拓 
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１ 関係機関との連携   職場実習のための職場開拓では，学校が単独で行うよりも，労働や福祉の関係機関の情報を活用したり，支援を受けたりしながら進めることが効果的です。 また卒業後には，生徒が，関係機関へ相談したり，支援を受けたりすることも視野に入れて，関係機関と連携していくことが必要です。    （１）ハローワーク（公共職業安定所） ハローワークでは，安定した雇用機会を確保することを目的とし，求職者に対して，就職についての相談・指導，適性や希望に合った職業紹介を行っています。 障害者雇用については，専門職員等が，地域の関係機関と連携しながら，職業指導，職業紹介，職場定着支援，事業主支援等を行っていきます。     連携のポイント ① 一人一人の生徒の把握    学校が生徒の希望や適性などを伝え，一人一人に応じた情報を得られるようにします。   ア 専門職員等の招聘 学校が専門職員等を招聘し，生徒や保護者に対して求職登録の制度についての説明及び進路希望を踏まえた個人面談等を実施します。   イ 管轄ハローワークの訪問 学校の担当者が管轄ハローワークを訪問し，専門職員等との面談を行い，生徒の障害の状況や進路希望等を伝えておくことが大切です。  ② タイミングのよい連携 ア 高等部の職場実習計画を含んだ年間の進路指導計画を伝えます。 イ 電話等を活用して連携を密に行うことにより，障害者求人等の情報が得やすくなります。タイミングよく情報交換を行うことが大切です。 ③ 職場実習における連携 ア 巡回指導の依頼 雇用を視野に入れた職場実習の場合，巡回指導を依頼し，企業の担当者と面会してもらうと効果的です。 イ 反省会への参加依頼 職場実習最終日の反省会など，雇用を検討する場面には，専門職員等に同席を依頼します。必要に応じて，障害者雇用までの流れ，障害者雇用に関する助成金等の説明をしてもらうことが効果的です。 ※ 県内のハローワークの一覧表は，ｐ.１０を参照  （２）障害者就業・生活支援センター     身近な地域で，就業面の支援と生活面の支援を一体的に行うことを目的として，



 - 3 - 

障害者の就職及び就職に伴う生活に関する指導・助言，職業準備訓練の斡旋を行っています。また，「ジョブサポーター」の派遣相談を受け付けています。     ※ ジョブサポーターは，障害者が働きやすい職場づくりをすすめるとともに，職場定着を促進するための支援を行います。       派遣型ジョブサポーター，企業内ジョブサポートリーダー及び企業内ジョブサポーターの制度があります。       派遣型ジョブサポーターの支援を希望する場合は，最寄りの障害者就業・生活支援センターに依頼することが必要です。  連携のポイント    ① 障害者就業・生活支援センターへの利用登録 ア 障害者就業・生活支援センターの支援を受けるためには，事前に登録をしておく必要があります。 イ 進路指導計画に基づき，保護者及び生徒を対象とした説明会を計画的に実施し，希望者が登録できるようにしている学校もあります。 （※ 登録時には，療育手帳又は身体障害者手帳のコピーが必要） ② 障害者就業・生活支援センターからの支援  ア 障害者就業・生活支援センターと連携し，求人等の企業情報を得られるようにします。 イ ジョブサポーターと生徒との面接の機会をつくると，効果的に職場実習中の支援を受けることができます。 ウ 就職後，職場定着のために，ジョブサポーターの支援（障害者本人又は雇用主に対する助言等）を受けることができます。 エ 就職時，学校と障害者就業・生活支援センターと就職先の雇用主による連絡会議を実施し，関係者が個別の教育支援計画（移行支援計画）を確認することによって，必要な支援を継続することができます。 ③ その他 ア 広島県内には，７つの障害保健福祉圏域があります。広島県障害者プランに基づき，すべての障害保健福祉圏域に障害者就業・生活支援センターを設置する計画があります。   平成２３年３月現在，５つの障害保健福祉圏域に障害者就業・生活支援センターが設置されています。 ※ 県内の障害保健福祉圏域は，ｐ.１１を参照。  ※ 県内の障害者就業・生活支援センター等の一覧表は，ｐ.１２を参照。 
 （３）障害者職業センター     就職を希望する障害者に専門的な職業リハビリテーションを実施するとともに，地域の関係機関に対して職業リハビリテーションに関する助言・援助等を行
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っています。職業リハビリテーションの専門家として「障害者職業カウンセラー」が配置されています。 職業リハビリテーションには，職業評価，職業指導，職業準備支援及びジョブコーチによる支援があります。   ※ ジョブコーチは，障害者が職場に適応できるように，職場に出向いて直 接支援を行います。支援の対象は，障害者，事業主及び家族です。  障害者職業センターに所属するジョブコーチ（配置型ジョブコーチ）と社会福祉法人等に所属するジョブコーチがあります。     連携のポイント ① 職業評価を受ける ア 障害者職業センターでは，生徒の就職の希望などを把握した上で，職業能力等を評価し，それらを基に就職後の職場に適応するために必要な支援内容・方法等を含む個人の状況に応じた支援計画（職業リハビリテーション計画）を策定します。 イ 障害者職業カウンセラーが職業評価を行い，支援計画を基に，本人，保護者，担任及び進路指導主事等との支援会議を行う場合もあります。 ② 障害者職業センターからの支援 ア 就職又は職場適応に課題がある場合には，雇用促進及び就職安定を図るため，企業にジョブコーチを派遣し，障害者本人及び事業主に対して，雇用の前後を通じて障害特性を踏まえた直接的，専門的な支援を行います。支援期間は，２～３ヶ月（最長７ヶ月）です。 イ 特別支援学校在学中の生徒は，原則として，支援の対象となっていません。 ウ 卒業後，すぐにジョブコーチの支援を受けるためには，在学中から障害者職業センターと連携をとっておくことが必要です。 ※ 障害者職業センターは，障害者の雇用促進等に関する法律により設置された国（厚生労働省）の機関です。所在地等は，ｐ.１２を参照。  （４）広島県就労振興センター  障害者の福祉的就労の充実や一般就労への取組を推進し，自立や社会参加を促進することを目的として設立されており，就職等にかかわる情報収集・提供及び啓発活動を行っています。  常設店「ふれ愛プラザ」を紙屋町地下街「シャレオ」に設置しています。また，「呉安芸地域障害者就業・生活支援センター」を運営しています。  ※ 就労振興センターは，福祉施設及び作業所を会員とする社団法人です。所在地等は，ｐ.１２を参照。 
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２ 実態把握等 （１）実態把握   ○ 生徒ができること，できるようになったこと，支援があればできること，支援があってもできないことを把握しておくことが必要です。そして，生徒のセールスポイントを企業にアピールすることが大切です。   ○ 実態把握は，担任等が連携を図りながら，作業学習などの授業での活動状況及び面接指導等を通して行います。   ○ 企業にアピールできるポイントだけでなく，苦手なことも含めて，学校で多面的な実態把握を行うことが必要です。そのため，項目を定めて実態把握表を作成し，随時記入できるようにしておきます。 ○ 具体的には，企業に対して，次のような分かりやすいことをアピールするとよいでしょう。   「大きな声で挨拶ができます。」「○○の技能検定において○級の認定資格を取得しています。」「体力づくりをしています。毎朝，学校の外周２．４キロを走っています。」「作業学習では，８０分間持続して作業しています。」  （２）業務の工程分析    例えば，１から１０までの工程の業務を一人分の仕事であると考えている企業に対して，生徒の実態から，１から６までの仕事なら可能であるなど，具体的に提案することができると，雇用を検討する上で効果的と考えられます。  （３）支援の効果 生徒への支援（作業の順番に材料や道具を並べる，絵で見て分かるようにする等）は，他の従業員も仕事内容が分かりやすくなり，結果としてミスが減少した事例，新入社員もすぐに仕事内容が理解できた事例があります。  ３ 面会の予約（アポイントメント） （１）事前に把握しておくべき情報    ① 過去の卒業生の就職先一覧       「○○さんが，お世話になっています。元気でやっていますか。」 企業を訪問した時には，まず，今までに就職した生徒のことを話題にすることが大切です。   ② 過去の職場実習等受入企業一覧     「平成○年度に，○○さんが職場実習でお世話になりました。」 企業を訪問した時には，今までに職場実習等でお世話になっていたことに御礼を述べることも忘れないようにします。   ③ 求人募集中の企業の情報      訪問先企業が求人募集中かどうかを確認しておくことが大切です。 
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 （２）生徒の住所と企業の所在地   ① 生徒の住所から近い企業を地図上で探し，面会の予約を試みます。 ② 通勤可能な範囲に拡げて探し，面会の予約を試みます。 （例；公共交通機関での通勤，概ね６０分以内）  （３）担当者名を聞くこと 電話による実習協力等の打診を断られても，相手企業の担当者氏名を聞いておくと，次回は，直接担当者へ連絡を入れることができます。 直接，人事担当者へ連絡することも有効な場合があります。    【電話で面会の予約を取る例】    「もしもし，私は，△△町にあります○○特別支援学校の教員をしております□□と申します。     特別支援学校の職場実習について，相談させていただきたいのですが，担当の方をお願いします。」    「もしもし，突然，お電話をさせていただきまして申し訳ありません。私は，○○特別支援学校の教員をしております□□と申します。     本日は，本校高等部生徒の授業の一環として行っている職場実習について，御相談させていただきたく，お電話させていただきました。御都合のよい時にお時間を頂戴できないでしょうか。」     ※ 職場実習とは何か質問されることがあるので，準備をしておきます。生徒の実態など具体的な内容については，詳しくは訪問時に説明する旨を伝えます。    「どうもありがとうございます。それでは，○月○日（○曜日）○時に，お伺いします。その節はよろしくお願いします。     ※断られた場合      「また，機会がありましたらよろしくお願いします。」  ４ 企業訪問時のポイント （１）１５分前到着     約束した時間の１５分程度早目に現地に到着し，時間調整を行うくらいの余裕をもって訪問しましょう。  （２）服装等  ① スーツ，革靴などの企業訪問にふさわしい服装で訪問します。  ② コート，マフラー，手袋等は受付に申し出る前に脱ぎます。  ③ 受付では，名刺を出し，所属・氏名を名乗り「○○課の△△様に，□時の約
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束でお願いしております。」と用件を伝えます。                （３）持参物 ① 名札，名刺 ※渡し方のマナーにも留意しましょう。 ② 学校要覧 ③ パンフレット「職業的自立を目指して」 ④ 記録用紙 ※簡潔に記録し，共有します。               

ひげは，きちんと剃っておく。 ワイシャツは清潔に。ネクタイはきちんとしめておく。 立って人に会う時には，ボタンを一つかける。座ったら，はずしてもよい。 

髪は，清潔に きちんととかしておく。 爪は，きれいに手入れをしておく。 
靴は，手入れをしておく。 

化粧は，濃すぎないようにする。 
指輪，ネックレスなどのアクセサリーは，派手なものを避ける。 ストッキングの色や伝線に注意する。 

訪問時の身だしなみ 

「ちょうだいいたします」と言いながら両手で受ける。 なるべく文字に指がかからないようにする。 相手の方に向ける。 
両手で差し出す。 

〈受ける側〉 
〈差し出す側〉 「△△の○○と申します」 と言いながら渡す。 ※ すぐに名刺入れにしまわずに，会談の間は机上に置くようにする。 ※ 名刺に書き込みなどをするのは失礼。 

名刺交換の仕方 
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（４）話の進め方 ① 状況に応じて，別の話題から入るのも効果的です。 天候や訪問先企業の地理又は商品の話題のように，依頼内容と直接関係のないことを話題にすると，場の雰囲気が和やかになります。 「初めて参りましたが，人通りが多く，活気がある地域ですね。」 ② 訪問の目的を明確かつ簡潔に伝えます。      「今日は，○○特別支援学校の高等部１年生の職場実習について，相談さ せていただきに参りました。」 ③ 特別支援学校及び障害のある生徒について簡潔に説明をします。 理解啓発パンフレット「職業的自立を目指して」等を活用して，特別支援学校とはどのような学校で，何を目指しているのかを説明した上で，職場実習について説明します。 就職先企業一覧を見せ，関連企業に就職していることや就職して具体的にどのような業務をしているか等を説明します。 ④ 生徒の特徴をアピールします。 「○○特別支援学校の高等部では，１６歳から１８歳までの生徒が学んでいます。作業学習等で○○の学習をしているので，生徒は，清掃作業ができます。挨拶や報告ができます。」など。 ⑤ 苦手なことに対する効果的な支援について説明します。 「○○ができませんでしたが，△△の工夫をするとできるようになりました。」というように，本人の努力や周囲の支援による変化などを伝えます。      ５ 企業訪問後 （１）記録及び報告 ① 訪問日時，訪問者，訪問先企業名（正確に），対応者（職・氏名），職場実習実施の諾否，備考（話題の概要）等を記録し，管理職，関係する分掌，学年会等に報告します。 ② 職場実習等を断られた場合でも，訪問した時点の企業情報を残しておくと，後の取組に役立ちます。  （２）企業情報・進路情報の管理及び活用 ① ファイリングした資料が人事異動などで散逸しないよう，保管場所や責任者を決め，いつでも誰でも活用できる環境をつくることが大切です。 ② 校内ＬＡＮによってデータを共有する場合にも，責任者や内容ごとの保存先フォルダを決め，情報を集中管理します。計画的にフォルダ内の整理を行うことで，分掌の引継ぎや提出物作成が円滑になります。   



 - 9 - 

６ その他 働くために大切なことの一つが「働く意欲」です。「こんなところで働きたい」という生徒の希望が大切です。   次に紹介するコラムは，岐阜県にある各務原市立各務原養護学校で実際にあった事例です。各務原養護学校では「先生に決めてもらった」という意識が安易な離職につながると考え，「自分の進路は自分の手で」をスローガンに，自分の進路先を決めるようにしているとのことです。 コラム   ～夢の実現を目指して～  （前文略）   Ａさんは，子どものころから「歌手になりたい」という夢をもっていました。在学中の懇談でも真剣にそう話してくれました。普通なら一笑に付されそうですが，当校ではその夢を大切にします。懇談をじっくり行い，「①歌手になるためのオーディションを受ける。②そのために，きれいになる。③きれいになるために美容院で働き，美容の技術を身につける。」，ちょっと強引ですが，このように作戦を立てました。 早速，担任と一緒に電話帳をもとに美容院をチェックし，直接電話で交渉するということにしました。断られることは承知で何件も電話をしていくと，ある美容院から「毎日店の前を通る生徒たちの態度が良い。やる気があるのなら受け入れてもよい」という返事があり，実習を行うことになりました。 実際にやってみると，すぐにはうまくいきません。店長からは「笑顔がない」「言葉が強い」と注意を受けることも少なくありません。しかし，目標のある彼女はくじけず，何度も実習をさせていただきました。そして，少しずつ仕事にも慣れ，就職することができたのです。入社後も努力を続け，現在ではお客さんと接することも上手になってきています。 数年後，学校に訪れた彼女は「第一次オーディション合格したよ。次は東京で二次です」と嬉しそうに報告してくれました。夢を持ち続け，努力し挑戦を続けていたのです。残念ながら合格はしませんでしたが，大きな自信になったと思います。 本年 7月，学校行事「先輩と語る会」でその体験を生徒たちに語る機会がありました。「歌手への夢」について質問すると「あまり夢みたいなことばかり考えていてもね」と笑顔でした。少し目標が変わってきたようです。そして「良い相手を見つけ，家庭をもちたい」と次の目標を語ってくれました。 このように生徒たちは，夢に向かって「自分の力」で進んでいるのです。  後藤秀仁（2009）：「自分の進路は自分の手で」『働く広場』№３８７ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 p.12  
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県内のハローワーク一覧 

       

名称 所在地 電話番号 管轄区域等 ハローワーク広島 〒730-8513 広島市中区上八丁堀 8-2 広島清水ビル 082-223-8609 広島市のうち中区，西区，安佐南区，佐伯区（湯来町，杉並台を除く） ハローワーク広島西条 〒739-0041 東広島市西条町寺家 6479-1 082-422-8609 東広島市 ハローワーク竹原 〒725-0026 竹原市中央 5-2-11 0846-22-8609 竹原市，豊田郡 ハローワーク呉 〒737-8609 呉市西中央 1-5-2 0823-25-8609 呉市，江田島市のうち江田島町 ハローワーク尾道 〒722-0026 尾道市栗原西 2-7-10 0848-23-8609 尾道市，世羅郡世羅町 ハローワーク福山 〒720-8609 福山市東桜町 3-12 084-923-8609 福山市 ハローワーク三原 〒723-0004 三原市館町 1-6-10 0848-64-8609 三原市 ハローワーク三次 〒728-0013 三次市十日市東 3-4-6 0824-62-8609 三次市 ハローワーク 安芸高田 〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田 1814-5 0826-42-0605 安芸高田市 ハローワーク 庄原 〒727-0012 庄原市中本町 1-20-1 0824-72-1197 庄原市 ハローワーク可部 〒731-0223 広島市安佐北区可部南 3-3-36 082-815-8609 広島市のうち安佐北区，山県郡 ハローワーク府中 〒726-0005 府中市府中町 188-2 0847-43-8609 府中市，神石郡 ハローワーク広島東 〒732-0051 広島市東区光が丘 13-7 082-264-8609 広島市のうち東区，南区，安芸区，安芸郡，江田島市（江田島町を除く） ハローワーク廿日市 〒738-0033 廿日市市串戸 4-9-32 0829-32-8609 廿日市市，広島市佐伯区のうち湯来町，杉並台 ハローワーク大竹 〒739-0614 大竹市白石 1-18-16 0827-52-8609 大竹市 
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広島県障害者プランにおける障害保健福祉圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この圏域は，保健・医療・福祉の総合的な連携を図るため，医療法に基づく広島県保健医療計画の「二次保健医療圏域」及び老人保健法・老人福祉法・介護保険法に基づく「ひろしま高齢者プラン」の「老人保健福祉圏域」と同じ圏域とするとともに，各計画の圏域の見直しの際には連動するものとして設定されています。 

圏域名 市町名 広島障害保健福祉圏域 広島市，安芸高田市，府中町，海田町，熊野町，坂町，安芸太田町，北広島町 広島西障害保健福祉圏域 大竹市，廿日市市 呉障害保健福祉圏域 呉市，江田島市 広島中央障害保健福祉圏域 東広島市，竹原市，大崎上島町 尾三障害保健福祉圏域 三原市，尾道市，世羅町 福山・府中障害保健福祉圏域 福山市，府中市，神石高原町 備北障害保健福祉圏 三次市，庄原市 

広島市大竹市 廿日市市
江田島市

安芸太田町 北広島町 安芸高田市
府中町海田町熊野町坂町 呉市

東広島市 竹原市大崎上島町
三原市 尾道市 福山市府中市世羅町

三次市 神石高原町
庄原市

広島西 
呉 尾三 

福山・府中 広島中央 広島 
備北 
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県内の障害者就業・生活支援センター一覧 （平成 23年 6月現在） 名  称 運営主体 所在地 電話番号 圏域名 広島障害者就業・生活支援センター 社団法人広島県手をつなぐ育成会 733-0011 広島市西区横川町2-5-6-201 082-537-1132 広島障害保健福祉圏域 呉安芸地域障害者就業・生活支援センター 社団法人広島県就労振興センター 737-0051 呉市中央 5-12-21 0823-25-8870 呉障害保健福祉圏域 広島中央障害者就業・生活支援センター 社会福祉法人つつじ 739-0133 東広島市八本松町米満 461 082-497-0701 広島中央障害保健福祉圏域 みどりの町障害者就業・生活支援センター 社会福祉法人みどりの町 729-1322 三原市大和町箱川1470-2 0847-34-1375 尾三障害保健福祉圏域  （三原センター）   723-0014 三原市城町 1-2-1  0848-67-0039  東部地域障害者就業・生活支援センター 社会福祉法人静和会 726-0012 府中市広谷町959-1 0847-46-2636 福山・府中障害保健福祉圏域  （福山事務所）   720-0032 福山市三吉町南2-11-22  084-926-3805   
圏域障害者総合就業・生活支援センター（プレセンター）一覧 （平成 23年 6月現在） 名  称 運営主体 所在地 電話番号 圏域名 広島西障がい者就業・生活支援プレセンター「もみじ」 医療法人ハートフル 738-8512 廿日市市新宮 1-13-1  0829-20-1227 広島西障害保健福祉圏域 備北圏域障害者総合就業・生活支援センター （三次事務所） 一般社団法人備北地域生活支援協会 728-0013 三次市十日市東 3-14-25  0824-63-1896 備北障害保健福祉圏域  （庄原事務所）   727-0007 庄原市宮内町 1157   
 

広島障害者職業センター     
社団法人広島県就労振興センター    
 〒732-0052 広島市東区光町 2 丁目 15番 55 号（広島市児童総合相談センター2F）       Tel 082（263）7080  Fax 082（263）7319  〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2 （広島県社会福祉会館 3階）       Tel 082（252）3100  Fax 082（252）3155 


